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中

世

後

期

の

開

帳

に

つ

!

大

和

長

谷

寺

を

中

心

に

|
しミ

て

は
じ
め
に

中
世
の
開
帳
に
関
し
て
、
新
城
常
三
氏
は
、
以
下
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、

日
本
に
お
け
る
開
帳
は
平
安
時
代
末
か
ら
み
ら
れ
る
が
、
鎌
倉
時
代
末
ま
で
は
開
帳
関
係
史
料

は
比
較
的
寡
少
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
開
帳
の
特
質
と
し
て
、
そ
の
稀
有
性
と
一
般
社
会
か
ら

絶
縁
し
た
閉
鎖
性
を
あ
げ
て
い
る
。
二
点
目
は
、
開
帳
関
係
資
料
は
、
南
北
朝
、
と
く
に
室
町

時
代
に
頻
見
し
、
こ
の
時
期
に
見
ら
れ
る
開
帳
と
し
て
、
康
永
二
年
摂
津
月
見
寺
、
永
享
二
年

河
崎
観
音
三
十
三
年
目
の
開
帳
、
寛
正
六
年
四
百
年
振
り
の
石
山
寺
開
帳
等
の
事
例
を
列
挙
し

て
い
る
。
そ
の
中
で
も
開
帳
を
頻
繁
に
実
施
し
た
寺
院
と
し
て
大
和
長
谷
寺
を
あ
げ
る
。
そ
し

て
応
永
十
三
年
足
利
義
満
伊
勢
参
宮
の
途
次
で
の
開
帳
、
永
享
十
二
年
六
月
よ
り
嘉
吉
三
年
十

一
月
ま
で
の
開
帳
、
文
明
年
間
の
八
年
・
十
一
年
・
十
七
年
の
開
帳
の
事
例
を
通
じ
て
、
こ
の

時
期
の
開
帳
の
目
的
が
、
募
金
手
段
的
傾
向
が
強
ま
り
、
臨
時
費
調
達
の
た
め
で
あ
っ
た
と
指

摘
す
る
。
ω
ま
た
、
長
谷
寺
の
開
帳
に
つ
い
て
は
、
遼
日
出
典
氏
の
研
究
が
あ
る
。
ω
氏
は
長
谷

寺
の
本
尊
が
勅
願
で
あ
り
、
平
安
以
来
の
定
額
寺
で
あ
る
と
い
う
由
緒
か
ら
、
開
帳
は
勅
許
を

必
要
と
し
た
こ
と
、
興
福
寺
大
乗
院
の
執
奏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
と
い
う
重
要
な
指
摘
を

し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
指
摘
に
つ
い
て
は
史
料
で
の
検
証
が
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
そ
の
目
的
は
、
参
詣
者
・
勧
進
聖
か
ら
の
要
望
と
、
長
谷
寺
側
の
勧
進
収
益
を
高
め
る
た
め

で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
本
稿
で
は
中
世
の
開
帳
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、

従
来
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
史
料
を
掲
げ
て
の
具
体
的
な
分
析
を
お
こ
な
い
た
い
。

中
世
後
期
に
お
い
て
、
開
帳
が
い
か
に
実
施
さ
れ
た
の
か
、
と
く
に
開
帳
を
決
定
す
る
権
限
は
、

開
帳
を
実
施
す
る
寺
院
側
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
な
の
か
、
ま
た
開
帳
に
あ
た
っ
て
得
た
収
益
は

ど
の
よ
う
な
範
囲
に
い
か
に
配
分
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
開
帳
実
施
に
あ
た
っ

て
の
具
体
的
な
事
柄
に
つ
い
て
、
大
和
長
谷
寺
の
本
尊
秘
仏
観
音
菩
薩
の
開
帳
を
分
析
対
象
と

し
て
検
討
を
す
す
め
た
い
。
と
く
に
そ
の
史
料
と
し
で
興
福
寺
大
乗
院
内
跡
で
あ
っ
た
尋
尊
の

日
記
『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
を
取
り
上
げ
た
い
。
と
く
に
『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑

中
世
後
期
の
開
帳
に
つ
い
て

ー
大
和
長
谷
寺
を
中
心
に
l

大

石

章

雅

事
記
』
を
扱
う
の
は
、
長
谷
寺
が
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
の
末
寺
で
あ
り
、
当
然
長
谷
寺
の
開
帳

の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
本
寺
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
と
末
寺
長
谷
寺
と
の
関
係
が
深
く
か
か
わ

る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

興
福
寺
大
乗
院
門
跡
と
長
谷
寺

興
福
寺
大
乗
院
門
跡
と
長
谷
寺
の
本
末
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
達
氏
に
よ
る
平
安
中
期

か
ら
鎌
倉
前
期
に
至
る
本
末
関
係
成
立
期
の
研
究
が
あ
る
。
ω
し
か
し
、
こ
こ
で
は
開
帳
が
頻
繁

に
お
こ
な
わ
れ
た
中
世
後
期
の
本
末
関
係
を
対
象
と
す
る
。

長
谷
寺
は
、
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
の
『
三
箇
院
家
抄
』
に
、

0

諸
末
寺
御
用
寺
々

長
谷
寺
・
菩
提
山
(
正
暦
寺
)
・
内
山
(
永
久
寺
)
・
釜
口
(
長
岳
寺
)
・
三
輪
(
平
等

寺
)
・
安
位
寺
・
中
山
(
興
法
寺
)
・
萱
尾
(
円
楽
寺
)
・
信
貴
(
朝
護
孫
子
寺
)
・
随

願
寺
・
橘
寺

以
上
御
用
銭
等
在
所
也
、
仰
付
御
後
見

(
省
略
)ω

と
あ
り
、
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
の
末
寺
の
中
で
、
重
要
な
御
用
銭
を
仰
せ
つ
か
る
末
寺
で
、
ま

た
そ
の
中
で
も
、
筆
頭
に
名
前
を
挙
げ
ら
れ
る
程
の
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
の
最
重
要
末
寺
で

あ
っ
た
。
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
に
進
上
さ
れ
た
御
用
銭
の
一
例
と
し
て
「
長
禄
四
年
若
宮
祭
田

楽
頭
記
」
の
ご
諸
山
等
御
用
戦
事
」
の
項
の
「
長
谷
寺
百
貫
」
、
「
諸
山
寺
坊
々
各
々
有
徳
銭
」

の
項
の
「
長
谷
寺
十
貫
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ω
御
用
銭
の
よ
う
な
巨
額
な
金
額
で
は
な

い
が
、
長
谷
寺
修
正
会
に
際
し
て
は
、
花
餅
十
枚
及
び
牛
頭
一
枚
を
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
に
進

上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ω
ま
た
恒
例
の
進
上
物
と
し
て
瓜
・
炭
な
ど
、
興
福
寺
大
乗
院
門
跡

の
日
常
生
活
を
支
え
る
品
々
が
長
谷
寺
か
ら
納
め
ら
れ
た
o
m
さ
ら
に
ご
長
谷
寺
検
断
料
足
五

百
三
十
文
到
来
了
」
と
、
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
が
長
谷
寺
の
検
断
権
を
有
し
、
検
断
に
あ
た
っ

て
は
検
断
料
足
を
得
て
い
た
。
ω
そ
れ
以
外
に
も
ご
長
谷
寺
五
師
入
座
、
任
料
六
貫
文
之
内
三



大

石

雅

章

貫
到
来
」
と
、
長
谷
寺
寺
僧
の
五
師
入
座
に
あ
た
っ
て
は
、
任
料
を
得
て
い
た
。
ω
お
そ
ら
く
長

谷
寺
の
僧
職
の
補
任
権
を
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
が
所
持
し
た
か
ら
と
み
ら
れ
る
。

次
に
、
興
福
寺
大
乗
続
門
跡
及
び
そ
の
関
係
者
が
長
谷
寺
の
い
か
な
る
職
に
つ
い
て
い
た
か

を
み
て
お
き
た
い
。

一
長
谷
寺
間
事
条
々

別
当
職
事
ハ
、
大
乗
院
本
願
法
印
隆
禅
ニ
被
補
任
、
以
来
当
門
跡
相
承
、
子
今
為
一
代

無
相
違
者
也
、

小
別
当
職
事
ハ
、
門
徒
之
良
家
之
輩
必
被
仰
付
之
、
毎
事
小
別
当
致
奉
行
者
也
、

御
目
代
職
事
ハ
、
小
別
当
之
門
徒
之
住
侶
、
或
非
衆
・
非
学
中
申
付
之
云
々
、
小
目
代

職
事
非
衆
・
非
学
輩
補
之
云
々
、

定
使
職
事
、
小
別
当
之
被
官
之
力
者
・
中
間
也
ω

興
福
寺
大
乗
院
門
跡
が
代
々
長
谷
寺
寺
務
を
お
こ
な
う
別
当
を
つ
と
め
て
い
た
。
別
当
は
大
別

当
と
も
い
い
、
そ
の
下
に
は
小
別
当
が
お
り
、
大
乗
院
門
跡
方
の
良
家
ク
ラ
ス
の
僧
が
任
命
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
日
常
的
に
は
別
当
の
代
理
と
し
て
末
寺
長
谷
寺
の
こ
と
を
管
轄
し
て

い
た
と
み
ら
れ
る
。
小
別
当
の
も
と
に
は
、
学
侶
で
な
い
非
学
の
者
が
勤
め
る
目
代
・
小
目
代

が
お
り
、
か
れ
ら
が
実
務
的
な
こ
と
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
定
使
と
い
う
別
当
興

福
寺
大
乗
院
門
跡
の
意
向
を
長
谷
寺
に
伝
え
る
使
い
と
し
て
活
動
す
る
者
も
い
た
。

こ
れ
ら
の
職
以
外
に
長
谷
寺
奉
行
と
い
う
名
称
が
史
料
に
現
れ
る
。
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
の

坊
官
が
こ
の
長
谷
寺
奉
行
を
つ
と
め
た
。
長
谷
寺
奉
行
に
つ
い
て
は
、
『
三
箇
院
家
抄
』
の
「
坊

官
・
侍
等
給
分
」
の
項
に
、
清
賢
法
橋
(
成
就
院
)
分
の
給
分
の
一
つ
と
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
、

ま
た
弊
舜
寺
主
分
の
給
分
の
中
に
も
み
え
る
ω
。
長
谷
寺
奉
行
は
開
帳
に
も
関
わ
り
、
「
両
奉
行
」

と
よ
く
史
料
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
常
に
二
人
い
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
門
跡
の
も
と

で
、
末
寺
長
谷
寺
の
実
務
を
担
当
す
る
者
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ω
な
お
こ
の
長
谷
寺
奉
行
と

目
代
・
小
目
代
が
一
致
す
る
も
の
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
定
使
も
開
帳
の
件

に
つ
い
て
別
当
の
意
向
を
末
寺
長
谷
寺
に
伝
え
る
使
者
と
し
て
史
料
に
み
え
る
。

以
上
、
簡
略
な
が
ら
も
、
中
世
後
期
の
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
と
長
谷
寺
の
本
末
関
係
の
実
態

に
つ
い
て
検
討
し
た
。

開
帳
の
開
催
手
続
き

開
帳
の
開
催
権
限

長
谷
寺
開
帳
に
つ
い
て
、
『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
で
確
認
で
き
る
最
も
早
い
事
例
は
、

a 

宝
徳
三
年
(
一
四
五
一
)
十
二
月
十
八
日
の
開
帳
で
あ
る
。
そ
の
開
帳
に
あ
た
っ
て
は
、
『
興
福

寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
「
開
帳
宣
下
被
付
別
当
之
問
、
即
彼
寺
ニ
遣
之
了
」
ω
と
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
開
帳
許
可
の
宣
下
が
別
当
に
だ
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
発
給
さ
れ
た
論
旨
が
『
興

福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

長
谷
寺
可
開
帳
之
由
可
令
下
知
給
候
、
天
気
知
此
、
悉
之
謹
状
、

宝

徳

三

年

十

二

月

十

一

日

左

中

弁

雅

行

謹
上
大
乗
院
得
業
御
房
政
所
ω

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
秘
仏
で
あ
る
長
谷
寺
本
尊
の
開
帳
の
認
可
は
、
宣
下
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
の
天
皇
は
、
後
花
園
天
皇
で
あ
り
、
か
の
天
皇
の
下
知
で
開
帳
実

施
の
決
定
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
長
谷
寺
の
開
帳
実
施
の
認
可
は
天
皇
の
権
限
に
属
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
長
谷
寺
の
開
帳
を
下
知
し
た
論
旨
の
宛
先
が
、
長
谷
寺
で
は
な
く
「
大
乗
院
得

業
御
房
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
大
乗
院
得
業
御
房
」
つ
ま
り
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
尋
尊
が
、
こ
の

論
旨
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
官
一
下
が
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
尋
尊
に
下
せ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

彼
が
別
当
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
別
当
が
、
興
福
寺
別
当
を
指
す
の
か
、

も
し
く
は
長
谷
寺
別
当
を
指
す
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
こ
で
『
興
福
寺
別
当
次
第
』
に
よ

れ
ば
、
当
時
の
興
福
寺
別
当
は
権
僧
正
良
雅
で
あ
り
、
大
乗
院
門
跡
尋
尊
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
こ
の
宣
下
の
宛
所
の
別
当
は
、
興
福
寺
別
当
で
は
な
く
、
長
谷
寺
別
当
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
開
帳
開
催
許
可
の
論
旨
は
、
長
谷
寺
別
当
で
あ
る
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
宛
と
な
る
。

康
正
二
年
(
一
四
五
六
)
三
月
十
八
日
の
長
谷
寺
開
帳
の
際
に
も
、
長
谷
寺
別
当
で
あ
る
興

福
寺
大
乗
院
門
跡
尋
尊
の
も
と
に
開
帳
の
論
旨
が
届
け
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
示
す
記
事
が
『
興

福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
み
え
る
。

一
長
谷
寺
開
帳
論
旨
到
来

長
谷
寺
舞
台
修
造
事
、
可
遂
供
養
、
由
来
十
八
日
三
十
三
日
可
被
開
御
帳
之
由
寺
家
申

請
由
被
聞
召
了
、
可
令
下
知
給
者
、
天
気
知
此
、
悉
之
謹
状
、

三

月

十

四

日

左

中

弁

経

茂

謹
上
大
乗
院
僧
正
御
房
政
官

こ
の
開
帳
は
、
長
谷
寺
の
舞
台
修
造
の
た
め
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
や

は
り
こ
の
場
合
も
後
花
園
天
皇
の
論
旨
に
よ
っ
て
許
可
が
な
さ
れ
て
お
り
、
開
帳
の
認
可
は
天

皇
の
権
限
に
属
し
て
い
る
。
ま
た
、
開
帳
の
期
間
は
三
十
三
日
間
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
康
正
二
年
の
三
年
後
の
長
禄
三
年
(
一
四
五
九
)
に
も
開
帳
を
下
知
す
る
論
旨
が
発
給

さ
れ
た
。
『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
の
長
禄
三
年
八
月
十
六
日
条
に
は
、



就
長
谷
寺
開
帳
事
論
旨
到
来
、
願
阿
弥
代
官
持
参
之
、

長
谷
寺
可
令
開
帳
之
由
、
可
令
下
知
給
者
、
天
気
知
此
、
悉
之
謹
状
、

六

月

十

五

日

右

大

弁

経

茂

謹
上
別
賞
僧
正
御
房
政
所

上
書
ニ
ハ
長
谷
寺
別
嘗
僧
正
御
房
政
所

と
あ
る
。
ま
た
論
旨
の
上
書
き
に
は
「
長
谷
寺
別
当
僧
正
御
房
」
と
あ
り
、
宛
名
の
別
当
僧
正

御
房
が
長
谷
寺
別
当
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
確
認
で
き
る
。
「
別
当
僧
正
御
房
」
で
あ
る
興
福
寺

大
乗
院
門
跡
尋
尊
が
長
谷
寺
別
当
で
あ
る
た
め
に
、
開
帳
開
催
の
認
可
の
論
旨
が
尋
尊
宛
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
開
帳
は
八
月
十
八
日
か
ら
行
わ
れ
た
。
ω

さ
て
、
論
旨
の
宛
所
が
す
べ
て
、
長
谷
寺
別
当
宛
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
『
興
福
寺

大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
の
文
明
十
一
年
(
一
四
七
九
)
四
月
二
日
の
後
土
御
門
天
皇
の
論
旨
は
、
以

下
の
よ
う
に
「
長
谷
寺
衆
徒
中
」
に
な
っ
て
い
る
。

一
長
谷
寺
開
帳
論
旨
到
来
、
松
殿
持
来
、
禅
閤
御
書
到
来
、

長
谷
寺
舞
台
修
造
事
、
可
遂
供
養
、
白
来
十
八
日
可
被
開
帳
之
由
申
請
旨
被
開
召
了
、

不
可
有
依
違
者
、
天
気
如
此
、
悉
之
以
状
、

四

月

二

日

左

少

弁

判

長
谷
寺
衆
徒
中

明
日
此
倫
旨
以
定
使
可
遣
彼
寺
之
由
、
仰
付
之
、
必
定
使
ニ
三
十
疋
自
彼
寺
令
下
行
云
々
、
納

長
谷
寺
別
当
御
房
で
は
な
い
長
谷
寺
衆
徒
中
宛
の
開
帳
に
関
す
る
論
旨
が
始
め
て
出
さ
れ
た
。

し
か
し
宛
名
が
「
長
谷
寺
衆
徒
中
」
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
倫
旨
は
長
谷
寺
に
直

接
に
送
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
長
谷
寺
別
当
で
あ
る
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
を
介
し
て
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
際
、
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
か
ら
長
谷
寺
に
論
旨
を
持
参
し
た
大
乗

院
門
跡
の
定
使
に
は
、
長
谷
寺
か
ら
三
十
疋
が
与
え
ら
れ
、
長
谷
寺
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
論
旨
が
寺
院
の
長
官
で
あ
る
長
谷
寺
別
当
で
な
く
、
長
谷
寺
寺
僧
全
体
を
指
す

「
衆
徒
中
」
に
発
給
さ
れ
た
こ
と
は
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
開
帳
開

催
許
可
の
論
旨
の
要
求
は
、
長
谷
寺
衆
徒
か
ら
出
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
、
こ
の
場
合
そ
れ
が
論

旨
の
宛
所
に
反
映
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
衆
徒
中
」
宛
に
出
さ
れ
た
文
明
十
一
年
の
論
旨
以
後
、
そ
の
宛
所
は

や
は
り
別
当
に
戻
っ
て
い
る
。
六
年
後
の
文
明
十
七
年
(
一
四
八
五
)
の
開
帳
の
際
に
は
、
三

月
十
五
日
付
の
後
土
御
門
天
皇
の
論
旨
が
発
給
さ
れ
た
。

長
谷
寺
可
令
開
帳
給
之
由
、
可
令
下
知
之
由
、
天
気
所
也
、
仰
上
啓
如
件
、

文

明

十

七

年

三

月

廿

五

日

左

中

弁

元

長

中
世
後
期
の
開
帳
に
つ
い
て

ー
大
和
長
谷
寺
を
中
心
に
|

謹
上
別
当
僧
正
御
房
政
所
ω

な
お
、
長
享
二
年
(
一
四
八
八
)
の
開
帳
の
際
の
、
九
月
十
一
日
付
の
後
土
御
門
天
皇
の
論
旨

で
は
、

開
帳
論
旨
昨
日
到
来
、
今
日
遣
之

長
谷
寺
自
来
十
八
日
可
令
開
帳
之
由
、
可
令
下
知
給
者
、
天
気
知
此
、
以
此
旨
可
令
申

入
大
乗
院
前
大
僧
正
御
房
給
、
の
執
達
如
件
、

九

月

十

一

日

左

少

弁

宣

秀

謹
上
大
納
言
僧
都
御
房
ω

宛
所
は
「
大
納
言
僧
都
御
房
」
と
な
っ
て
お
り
、
尋
尊
宛
で
は
な
い
が
、
し
か
し
「
大
乗
院
前

大
僧
正
」
に
そ
の
旨
を
申
し
入
れ
る
よ
う
に
と
い
う
内
容
で
、
や
は
り
開
帳
開
催
の
論
旨
は
興

福
寺
大
乗
院
門
跡
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
将
軍
が
権
力
を
掌
握
し
た
室
町
時
代
に
お
い
て
も
、
長
谷
寺
の
開
帳
開
催
の

許
認
可
権
は
、
達
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
天
皇
が
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
れ
が
何

故
か
に
つ
い
て
は
、
天
皇
勅
願
の
観
音
、
ま
た
は
古
代
定
額
寺
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
達
氏
の

説
に
つ
い
て
、
史
料
的
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
応
永
九
年
・
応
永
十
三
年
の
足
利
義

満
の
長
谷
寺
参
詣
に
際
し
て
は
実
施
さ
れ
た
開
帳
に
つ
い
て
は
、
「
今
度
御
開
帳
事
ハ
臨
時
也
、

准
三
后
参
詣
之
余
薫
也
、
と
あ
り
、
室
町
将
軍
義
満
の
よ
う
な
実
力
者
の
参
詣
が
あ
れ
ば
、
そ

れ
に
併
せ
て
開
帳
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
臨
時
の
開
帳
の
場

合
に
、
論
旨
を
得
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

開
帳
の
手
続
き

天
皇
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
長
谷
寺
の
開
帳
で
は
あ
る
が
、
そ
の
手
続
き
に
つ
い
て

も
う
少
し
検
討
し
て
み
る
。
そ
こ
で
、
文
明
十
一
年
と
文
明
十
七
年
の
開
帳
を
題
材
に
し
て
検

討
す
る
。

ま
ず
、
文
明
十
一
年
の
開
帳
の
場
合
を
み
て
お
こ
う
。
二
月
二
十
七
日
に
「
長
谷
寺
使
節
東

照
院
宗
弘
」
が
、
大
乗
院
門
跡
尋
尊
の
も
と
に
訪
れ
て
、
四
月
中
に
舞
台
供
養
を
行
う
こ
と
、

そ
こ
で
そ
れ
に
併
せ
て
四
月
十
八
日
よ
り
「
大
聖
開
帳
」
を
行
う
こ
と
を
申
し
入
れ
て
い
る
。
川

三
月
六
日
に
尋
尊
は
長
谷
寺
大
聖
開
帳
と
願
文
作
成
を
禅
閣
で
あ
る
一
条
兼
良
に
申
し
入
れ
た
。

兼
良
も
舞
台
供
養
が
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
聴
聞
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ω
そ
し
て
四
月

七
日
に
、
前
述
の
宛
所
「
長
谷
寺
衆
徒
中
」
の
論
旨
が
大
乗
院
門
跡
の
も
と
に
届
け
ら
れ
、
そ

の
論
旨
の
内
容
は
、
四
月
十
八
日
か
ら
開
催
し
た
い
と
い
う
長
谷
寺
側
の
意
向
に
添
う
も
の
で

あ
っ
た
。
ω

そ
し
て
四
月
十
八
日
よ
り
開
帳
が
無
事
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
開
帳
の
発
端
は
、

b 

さ
て
、



盛
大
な
舞
台
供
養
に
併
せ
る
か
た
ち
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
た
長
谷
寺
か
ら
の
申
し
入
れ

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

六
年
後
の
文
明
十
七
年
の
開
帳
の
場
合
は
、
『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
七
年
二

月
二
十
一
日
条
に
、
「
一
、
長
谷
寺
開
帳
事
、
京
都
へ
申
上
、
白
太
閤
御
書
被
遺
伝
奏
、
自
法
花

寺
上
洛
者
ニ
手
付
之
」
と
あ
り
、
文
明
十
一
年
の
際
と
同
様
に
、
長
谷
寺
別
当
大
乗
院
門
跡
か

ら
、
京
都
の
太
閤
二
条
持
通
に
願
書
が
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
太
閤
か
ら
伝
奏
勧
修
寺
大
納
言
教

秀
に
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
伝
奏
勧
修
寺
大
納
言
か
ら
勅
許
が
無
事
出
さ
れ
た
こ
と
が
二
条

太
閤
の
元
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

長
谷
寺
開
帳
事
、
御
執
奏
之
趣
申
入
候
慮
、
勅
許
珍
重
存
候
、
総
旨
元
長
朝
臣
書
進
上

之
由
申
候
、
可
得
御
意
候
、
恐
々
謹
言
、

一

一

月

廿

六

日

教

秀

伝
奏
勧
修
寺
大
納
言
二
条
太
閤
へ
御
返
事
也
、
此
書
状
ハ
不
遣
彼
寺
者
也
。
ω
'

こ
の
勧
修
寺
大
納
言
教
秀
の
書
状
は
尋
尊
の
も
と
に
論
旨
と
と
も
に
送
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書

状
の
前
日
二
十
五
日
付
で
後
土
御
門
天
皇
か
ら
長
谷
寺
別
当
宛
に
認
可
の
論
旨
が
発
給
さ
れ
た
。

論
旨
を
得
た
長
谷
寺
別
当
で
あ
る
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
尋
尊
は
、
長
谷
寺
執
行
宛
に
、
開
帳
認

可
の
論
旨
到
来
の
こ
と
を
伝
え
、
開
帳
実
施
の
こ
と
を
長
谷
寺
に
命
じ
た
御
教
書
を
発
給
し
、

論
旨
と
合
わ
せ
て
、
定
使
が
長
谷
寺
に
伝
え
て
い
る
。
以
下
そ
の
御
教
書
を
掲
げ
て
お
く
。

一
、
長
谷
寺
開
帳
論
旨
到
来
、
則
以
定
使
遣
之
、

大
聖
御
開
帳
論
旨
到
来
、
早
々
可
被
開
帳
之
由
被
仰
出
候
也
、
恐
々
謹
言
、

一

一

月

廿

八

日

清

賢

長
谷
寺
執
行
御
房
関

こ
の
よ
う
に
、
長
谷
寺
の
開
帳
の
実
施
に
至
る
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
長
谷
寺
衆
僧
↓
別
当
興

福
寺
大
乗
院
門
跡
↓
太
関
↓
伝
奏
↓
天
皇
(
許
可
の
宣
下
論
旨
)
↓
別
当
興
福
寺
大
乗
院
門
跡

↓
長
谷
寺
と
い
う
経
路
が
存
在
し
た
。
長
谷
寺
衆
徒
が
勅
許
を
え
る
た
め
に
は
、
長
谷
寺
の
長

官
で
あ
る
別
当
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
、
さ
ら
に
摂
関
藤
原
氏
の
仲
介
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
お
そ
ら
く
長
谷
寺
衆
徒
の
身
分
で
は
、
彼
ら
が
直
接
伝
奏
に
勅
許
を
得
る
た
め
の
働

き
か
け
を
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
摂
関
家
藤
原
氏
が
関
わ
っ

て
い
る
の
も
興
味
深
い
。

大

石

雅

四

章

開
帳
の
目
的

開
帳
と
勧
進

文
明
十
三
年
に
長
谷
寺
万
部
経
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
際
に
開
帳
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
経

過
を
史
料
に
そ
い
な
が
ら
み
て
お
き
た
い
。

一
長
谷
寺
一
万
部
経
事
、
自
三
月
廿
六
日
可
始
行
旨
、
勧
進
聖
申
入
之
由
、
奉
行
申
之
、

自
今
日
(
正
月
二
十
二
日
)
奈
良
中
令
勧
進
之
云
々
ω

長
谷
寺
一
万
部
経
を
三
月
二
十
六
日
か
ら
開
催
す
る
旨
を
勧
進
聖
が
大
乗
院
門
跡
に
申
し
入
れ
、

正
月
二
十
二
日
か
ら
そ
の
費
用
を
得
る
た
め
に
、
奈
良
中
で
勧
進
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
一
万
部
経
を
修
し
て
い
る
期
間
に
、
開
帳
を
お
こ
な
う
こ
と
が
計
画
さ
れ
、
別
当

で
あ
る
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
か
ら
京
都
に
そ
の
旨
が
申
し
入
れ
ら
れ
た
。

一
長
谷
寺
万
部
経
来
月
(
三
月
)
廿
六
日
よ
り
可
有
之
云
々
、
然
者
開
帳
事
修
中
可
有
之

敗
、
兼
日
可
申
入
京
都
、
山
門
儀
内
々
執
行
方
ニ
可
尋
旨
、
仰
遣
光
秀
方
了
、
今
日
吉
日
故

也、ω

そ
し
て
、
三
月
二
十
六
日
か
ら
万
部
法
華
経
会
が
お
こ
な
わ
れ
、
四
月
五
日
に
結
願
し
た
。

一
長
谷
寺
万
部
法
花
経
去
月
廿
六
日
よ
り
当
月
五
日
ニ
至
無
為
結
願
也
、
勧
進
僧
今
日
悦

申
ニ
参
上
、
極
三
荷
折
二
合
タ
持
参
了
、
両
奉
行
方
百
疋
出
之
云
々
ト
、
少
比
興
、
ω

万
部
経
会
の
結
願
日
に
、
勧
進
聖
が
万
部
経
会
成
就
の
祝
い
を
申
し
上
げ
る
た
め
に
、
興
福
寺

大
乗
院
門
跡
(
長
谷
寺
別
当
)
を
訪
れ
、
両
奉
行
方
に
対
し
て
も
百
疋
を
支
払
う
こ
と
を
伝
え

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
万
部
経
会
は
、
勧
進
僧
に
よ
る
勧
進
方
式
で
な
さ
れ
、
多
額
の

浄
財
が
集
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
勧
進
を
よ
り
効
果
的
に
お
こ
な
う
た
め
に
、
開

帳
も
併
行
し
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

文
明
十
五
年
の
万
部
経
会
に
お
い
て
も
、
や
は
り
開
帳
が
併
行
し
て
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
長
谷
寺
来
年
(
文
明
十
五
年
)
三
月
万
部
経
可
有
之

1

奉
伽
帳
判
申
給
之
、
大
聖
開
帳

事
可
申
入
云
々
、
ω

奉
加
帳
が
用
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
万
部
経
会
は
勧
進
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
、
開
帳
も
そ

の
勧
進
を
支
援
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
も
長
谷
寺
の
万
部
経
会
は
、
開

帳
が
伴
う
形
式
で
執
り
行
わ
れ
て
お
り
、
次
の
史
料
か
ら
文
明
十
六
年
の
万
部
経
会
も
同
様
で

あ
っ
た
。

一
長
谷
寺
万
部
経
之
勧
進
聖
申
万
部
経
事
、
来
(
文
明
十
六
年
)
三
月
廿
五
日
よ
り
也
云
々
、

大
聖
開
帳
事
伺
申
、
不
可
有
子
細
、
可
奏
聞
之
由
仰
了
、
(
下
略
)
ω

さ
て
、
長
谷
寺
で
は
、
万
部
経
会
だ
け
で
な
く
、
勧
進
僧
に
よ
る
浄
財
を
集
積
す
る
諸
活
動

a 



の
際
に
も
、
開
帳
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

康
正
二
年
(
一
四
五
六
)
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
舞
台
修
造
の
供
養
と
併
行
し
て
三
十
三

日
間
の
開
帳
が
な
さ
れ
た
。
ω

そ
し
て
こ
の
開
帳
の
論
旨
と
も
に
、
本
堂
修
造
の
た
め
の
勧
進

に
対
し
て
、
そ
れ
を
認
め
る
新
た
な
論
旨
が
到
来
し
て
い
る
。

一
、
長
谷
寺
修
理
事
勧
進
聖
本
願
締
旨
申
出
之
云
々

本
願
申
、
長
谷
寺
修
造
事
、
舞
台
己
修
経
営
之
功
、
欲
遂
供
養
之
儀
、
尤
以
神
妙
也
、

本
堂
同
勧
進
十
方
之
施
入
、
宜
成
就
不
日
之
修
繕
者
、
天
気
知
此
、
悉
之
以
状
、

康
正
三
年
三
月
十
五
日

u

右

中

弁

判
ω

こ
の
よ
う
に
、
本
願
(
勧
進
聖
)
は
堂
舎
修
造
の
活
動
に
も
、
天
皇
の
論
旨
を
求
め
て
い
た
の

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
舞
台
供
養
に
併
せ
た
康
正
二
年
の
開
帳
は
、
舞
台
供
養
の
費
用
や
次

の
本
堂
修
造
の
費
用
を
集
め
る
目
的
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
。

康
正
二
年
か
ら
二
十
三
年
後
の
文
明
十
一
年
(
一
四
七
九
)
に
も
舞
台
供
養
が
な
さ
れ
た
。

そ
の
際
に
も
開
帳
が
な
さ
れ
た
。

一
長
谷
寺
大
聖
開
帳
也
、
昨
日
供
養
方
奉
伽
事
勧
進
聖
申
之
、
加
判
、
則
一
乗
院
殿
ニ
令
申
之
ω

供
養
方
奉
伽
の
た
め
に
、
勧
進
聖
は
興
福
寺
一
乗
院
門
跡
に
奉
加
帳
へ
の
加
判
を
求
め
て
い
る
。

こ
の
奉
加
帳
は
、
舞
台
供
養
及
び
併
せ
て
実
施
さ
れ
る
開
帳
の
際
に
、
参
詣
者
か
ら
奉
伽
金
を

集
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
今
朝
大
聖
閉
帳
金
薙
伊
勢
国
司
政
郷
朝
臣
施
入
、
と
閉
帳
の

際
に
伊
勢
国
司
政
郷
が
奉
伽
を
し
て
い
る
こ
と
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
舞
台
供
養
や
万
部
経
会
に
併
せ
て
開
帳
が
な
さ
れ
た
。
と
く
に
開
帳
は
)
参

詣
者
の
増
加
及
び
参
詣
者
か
ら
の
奉
伽
を
よ
り
効
果
的
に
得
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
開
帳
に
先
だ
っ
て
奉
加
帳
が
作
成
さ
れ
、
一
乗
院
・
大
乗
院
な
ど
の
門
跡

や
、
さ
ら
に
は
「
長
谷
奉
伽
帳
加
判
了
、
室
町
殿
井
諸
大
名
同
加
判
了
」
ω
と
あ
る
よ
う
に
室
町

将
軍
及
び
有
力
な
守
護
か
ら
判
を
得
て
、
奉
加
帳
を
権
威
づ
け
て
い
た
。
開
帳
期
間
中
は
勧
進

聖
に
よ
る
奉
伽
を
求
め
る
勧
進
活
動
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
開

帳
は
、
長
谷
寺
の
衆
徒
と
、
諸
堂
修
造
な
ど
の
勧
進
活
動
に
携
わ
る
聖
と
の
連
携
で
な
さ
れ
た

も
の
と
み
ら
れ
る
。
主
体
的
に
開
帳
を
要
求
し
た
の
は
、
長
谷
寺
衆
徒
と
勧
進
聖
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。開

帳
に
よ
る
経
済
的
効
果

開
帳
の
際
に
集
積
さ
れ
た
奉
伽
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
確
認
し
得
な
い
。
『
興
福
寺
大
乗
院
寺

社
雑
事
記
』
に
お
い
て
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
別
当
で
あ
る
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
へ

の
開
帳
で
の
納
入
額
と
納
入
状
況
で
あ
る
。
ま
ず
そ
れ
を
み
て
お
き
た
い
。

b 

中
世
後
期
の
開
帳
に
つ
い
て

ー
大
和
長
谷
寺
を
中
心
に
|

開
帳
で
の
長
谷
寺
別
当
で
あ
る
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
の
取
り
分
に
つ
い
て
、
長
禄
三
年
(
一

四
五
九
)
の
開
帳
の
際
の
史
料
を
み
て
お
き
た
い
。

一
長
谷
寺
公
文
上
洛
、
開
帳
銭
之
内
三
十
貫
文
、
為
今
度
修
造
方
、
予
令
寄
進
彼
寺
了
、

畏
入
云
々
、
此
外
十
貫
先
年
大
鳥
居
新
造
之
時
、
奉
伽
分
ニ
同
遣
之
、
例
古
今
奉
伽
分

三
十
貫
文
也
、
於
七
十
貫
文
者
度
々
ニ
致
其
沙
汰
了
、
仰
百
貫
文
請
取
、
奉
行
両
人
令

加
判
遣
之
了
云
々
、
ω

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
尋
尊
の
取
り
分
は
百
貫
文
で
あ
る
。
そ
の
内
訳

は
、
二
十
貫
文
は
長
谷
寺
修
造
方
に
寄
進
し
、
ま
た
十
貫
文
は
、
す
で
に
大
鳥
居
新
造
の
た
め

に
長
谷
寺
に
寄
進
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
長
谷
寺
へ
の
寄
進
額
は
総
額
三
十
貫
文
で
あ
る
。

残
り
の
七
十
貫
文
が
尋
尊
の
も
と
に
何
回
か
に
分
け
て
納
入
さ
れ
た
。
そ
し
て
百
貫
文
を
受
け

取
っ
た
段
階
で
、
大
乗
院
門
跡
の
奉
行
人
が
返
抄
に
判
を
記
し
、
長
谷
寺
に
渡
し
た
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
大
乗
院
門
跡
と
長
谷
寺
と
の
間
で
何
回
か
の
交
渉
が
な

さ
れ
て
い
る
。

八
月
十
八
日
に
長
谷
寺
の
開
帳
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
十
日
後
の
二
十
八
日
に
「
長
谷
寺
開
帳

銭
、
為
催
促
定
使
下
之
了
」
仰
と
は
や
く
も
開
帳
銭
の
催
促
の
た
め
の
定
使
が
長
谷
寺
に
遣
わ
さ

れ
た
。
ま
た
、
九
月
十
一
日
に
は
「
長
谷
寺
評
定
衆
井
執
行
等
可
上
洛
之
由
加
下
知
、
依
開
帳

銭
事
也
、
と
大
乗
院
門
跡
か
ら
、
開
帳
銭
の
こ
と
で
長
谷
寺
僧
衆
(
評
定
衆
と
執
行
)
が
上
洛

に
す
る
よ
う
に
と
の
下
知
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
の
催
促
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
翌
年
に
至
っ
て
も
な
か
な
か
解
決
し
て
い
な
い
。

翌
年
の
二
月
に
は
「
開
帳
銭
相
残
五
十
貫
文
事
、
今
月
中
可
皆
済
旨
可
加
下
知
、
井
造
作
方

銅
工
事
、
就
門
跡
座
衆
可
仰
付
之
旨
、
去
年
仰
之
、
重
而
可
申
入
返
事
之
由
申
之
、
子
今
無
音

者
也
、
所
詮
早
々
可
申
付
座
衆
之
由
、
同
可
成
奉
書
於
長
谷
執
行
方
之
由
、
以
徳
阿
仰
遣
清
賢

方
了
、
於
開
帳
銭
五
十
貫
者
、
去
年
光
宣
僧
都
引
違
進
之
、
自
彼
寺
依
令
申
也
、
と
開
帳
銭
の

残
金
五
十
貫
文
を
二
月
中
に
納
め
る
よ
う
に
と
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
か
ら
長
谷
寺
に
対
し
て
催

促
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
月
十
七
日
に
は
「
為
開
帳
銭
催
促
、
寛
円
長
谷
寺
ニ

下
了
、
と
催
促
の
た
め
に
、
寛
円
を
わ
ざ
わ
ざ
長
谷
寺
に
遣
わ
し
、
そ
の
結
果
、
翌
日
の
十
八

日
に
は
「
長
谷
寺
開
帳
銭
相
銭
五
十
貫
文
事
、
今
月
来
月
ニ
可
皆
済
之
由
、
捧
取
(
執
)
行
一

行
了
」
ω
と
い
う
長
谷
寺
か
ら
の
返
事
を
得
て
い
る
。

三
月
十
六
日
に
は
、
「
長
谷
寺
開
帳
銭
百
貫
文
内
五
十
貫
文
、
自
彼
寺
光
宣
僧
都
方
ニ
令
借
用

進
之
、
昨
日
三
十
貫
文
旦
自
彼
寺
返
弁
之
由
、
光
宣
申
入
之
、
と
あ
り
、
五
十
貫
文
の
内
、
長

谷
寺
か
ら
三
十
貫
文
が
支
払
わ
れ
た
。
残
り
の
二
十
貫
文
に
つ
い
て
は
、
結
局
前
述
し
た
よ
う

に
長
谷
寺
の
修
理
方
に
寄
付
す
る
か
た
ち
で
、
皆
済
と
な
っ
た
。

一
五



大

石

雅

章

こ
の
よ
う
に
、
長
禄
三
年
(
一
四
五
七
)
の
開
帳
で
は
、
別
当
大
乗
院
門
跡
の
取
り
分
は
、

そ
の
取
り
立
て
は
困
難
な
も
の
が
あ
っ
た
が
、
百
貫
文
と
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
文
明
二
年
(
一
四
七

O
)
に
覚
心
上
人
か
ら
長
谷
寺
供
養
の
際
の
進
物
に
つ
い
て
の

問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。

一
覚
心
上
人
申
、
信
貴
山
供
養
事
、
可
取
立
之
、
就
其
ハ
長
谷
寺
供
養
之
時
、
進
物
等

事
如
何
候
哉
、
可
被
注
下
云
々
、
(
中
略
)

長
谷
方
沙
汰
者

百
貫
文
御
布
施
、
十
五
貫
文
同
御
馬
代
、
二
十
貫
文
同
僧
膳
料

合
百
五
十
五
貫
文

五
十
貫
文
御
宿
坊
雑
事
、
白
米
三
石
、
入
木
加
用
夫
、
雑
用
具
家
具
借
進
之
、

以
上

此
外

猿
楽
方
三
十
貫
文
、
毎
日
一
献
等

開
帳
銭
百
貫
文

以
上(

下
略
)
ω

供
養
関
係
以
外
の
進
物
分
と
し
て
「
開
帳
銭
百
貫
文
」
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
百
貫
文
が

長
谷
寺
か
ら
別
当
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
へ
も
た
ら
さ
れ
る
金
銭
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

w

つ
『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
一
年
三
月
二
十
九
日
条
に
、

一
供
養
方
、
執
行
色
々
申
子
細
(
中
略
)

康
正
二
年
四
月

百
貫
布
施
、
十
五
貫
馬
代
、
廿
貫
僧
膳
料
、

合
百
八
十
五
貫

五
十
貫
開
帳
銭
五
十
貫
ハ
寄
進
之
、

都
合
二
百
廿
品
川
五
貫
文

(
中
略
)

応
仁

五
十
貫
雑
用
、

百
貫
布
施
、
十
五
貫
馬
代
、
廿
貫
僧
膳
料
、
五
十
貫
雑
用
、

五
十
貫
開
帳
比
外
五
十
貫
寄
進
也
、

合
二
百
品
川
五
貫
文

と
、
康
正
二
年
(
一
四
五
六
)
と
応
仁
の
際
の
開
帳
銭
の
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場

ム

ノ、

合
、
別
当
の
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
の
取
り
分
は
百
貫
文
で
あ
る
が
、
そ
の
内
の
半
額
五
十
貫
文

は
長
谷
寺
へ
の
寄
進
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
別
当
の
実
質
的
な
取
り
分
は
五
十
貫
文
で

あ
っ
た
。
こ
の
康
正
・
応
仁
の
例
に
従
っ
て
、
文
明
十
一
年
の
配
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一
供
養
方
可
到
来
料
足
事

百
貫
文
御
布
施
、
十
五
貫
文
御
馬
代
、
廿
貫
文
僧
膳
料
、
五
十
貫
文
雑
用
、

合
百
八
十
五
貫
文
此
外
白
米
三
石
五
斗
計
、
入
木
等
如
例
也
、

以
上
導
師
分

五
十
貫
文
開
帳
銭
此
外
五
十
貫
文
ハ
寄
進
之

以
上
恒
例

(
省
略
)
ω

こ
の
よ
う
に
、
文
明
十
一
年
(
一
四
七
九
)
で
は
、
別
当
の
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
の
取
り
分
は

従
来
ど
お
り
百
貫
文
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
五
十
貫
文
は
長
谷
寺
へ
の
寄
進
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
文
明
十
七
年
(
一
四
八
五
)
の
開
帳
で
は
、
そ
の
取
り
分
は
三
十
貫
文
に
減
少
し

て
い
る
。
ω
こ
れ
以
外
に
両
奉
行
の
取
り
分
と
し
て
十
五
貫
文
が
あ
る
。
長
享
二
年
(
一
四
八
八
)

の
開
帳
に
お
い
て
も
「
開
帳
銭
ハ
前
後
三
十
貫
也
」
と
な
っ
て
い
た
。
ω

お

わ

り

に

中
世
後
期
の
長
谷
寺
の
開
帳
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
ま
ず
達
氏
の
勅
許
を
必
要
と
し
た

と
い
う
よ
う
に
、
長
谷
寺
の
開
帳
開
催
許
可
は
、
常
に
天
皇
の
論
旨
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
許
認

可
権
は
天
皇
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
体
制
は
中
世
後
期
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
い

よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
具
体
的
な
手
続
き
は
、
ま
ず
長
谷
寺
の
衆
徒
や
勧
進
聖
か
ら
開
帳
開
催

の
要
望
を
長
谷
寺
別
当
で
あ
る
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
に
申
し
入
れ
る
。
そ
の
後
、
別
当
興
福
寺

大
乗
院
門
跡
か
ら
一
条
兼
良
(
禅
問
)
や
二
条
持
通
(
太
閤
)
な
ど
の
九
条
家
系
統
の
摂
関
家

に
申
し
入
れ
ら
れ
、
摂
関
家
か
ら
伝
奏
に
ま
わ
さ
れ
て
天
皇
に
上
奏
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
開
帳

開
催
の
許
可
を
伝
え
る
論
旨
が
下
る
。
そ
の
際
論
旨
の
宛
所
は
長
谷
寺
別
当
の
興
福
寺
大
乗
院

門
跡
と
な
る
。
大
乗
院
門
跡
か
ら
長
谷
寺
衆
徒
に
そ
の
許
可
が
伝
え
ら
れ
て
開
催
に
至
る
。
こ

の
よ
う
に
開
帳
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
寺
院
・
公
家
の
複
雑
な
手
続
き
が
必
要
で
あ
っ

た
。
と
く
に
将
軍
権
力
が
強
力
と
な
っ
た
室
町
時
代
で
あ
り
な
が
ら
も
、
開
帳
開
催
の
権
限
が

天
皇
に
属
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
0
.

開
帳
の
目
的
を
考
え
る
上
で
、
そ
の
実
施
の
際
に
堂
舎
の
修
造
や
万
部
経
会
な
ど
の
長
谷
寺

の
勧
進
活
動
が
常
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
す
で
に
新
城
氏
や
達
氏
が
指



摘
す
る
よ
う
に
、
開
帳
は
勧
進
活
動
の
よ
り
大
き
な
効
果
を
ね
ら
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
中

世
後
期
、
民
衆
の
寄
付
を
募
る
勧
進
が
寺
院
経
済
の
大
き
な
基
盤
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
勧

進
を
よ
り
効
果
的
に
す
す
め
る
た
め
の
開
帳
は
、
寺
院
側
で
ま
す
ま
す
期
待
さ
れ
、
し
ば
し
ば

実
施
さ
れ
る
よ
う
に
至
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

さ
て
、
開
帳
に
よ
る
総
収
入
額
は
い
か
ほ
ど
か
は
、
結
局
明
ら
か
に
し
え
な
か
っ
た
。
し
か

し
別
当
で
あ
る
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
の
取
り
分
が
百
貫
文
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
開
帳
に
よ
る
勧

進
活
動
の
収
入
は
巨
額
な
額
に
昇
っ
た
と
み
ら
れ
る
1

当
然
、
開
帳
の
開
催
を
認
可
す
る
論
旨

を
得
る
に
あ
た
っ
て
、
か
か
わ
っ
た
天
皇
や
摂
関
等
の
貴
族
上
層
部
へ
の
礼
金
も
そ
れ
相
当
額

に
昇
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
長
谷
寺
の
開
帳
は
、
長
谷
寺
だ
け
で
な
く
、
別
当

を
つ
と
め
る
興
福
寺
大
乗
院
門
跡
さ
ら
に
は
天
皇
や
摂
関
な
ど
に
も
巨
額
な
収
益
を
も
た
ら
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
は
、
収
益
の
分
配
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
明
ら
か
に
し

え
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
に
、
中
世
の
長
谷
寺
の
開
帳
は
、
そ
の
許
認
可
権
の
所
在
、
勅
許
を
得
て
開
催
す

る
た
め
の
複
雑
な
手
続
き
、
開
帳
に
よ
る
勧
進
か
ら
の
収
益
の
配
分
な
ど
に
、
当
時
の
身
分
制

社
会
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
註
)

)
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新
城
常
三
『
社
会
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
』
(
塙
書
房

一節。

注
目
出
典
『
長
谷
寺
氏
の
研
究
』
(
厳
南
堂
書
屈
一
九
七
九
年
)
第
四
章
。
中
世
後
期

の
長
谷
寺
再
興
の
勧
進
活
動
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
で
あ
る
。
な
お
著
書
全
体
と
し

て
は
、
主
と
し
て
平
安
期
か
ら
鎌
倉
初
期
の
長
谷
寺
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
巻
末
に

長
谷
寺
に
関
す
る
研
究
文
献
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

達
日
出
典
『
長
谷
寺
氏
の
研
究
』
(
厳
南
堂
書
庖
一
九
七
九
年
)
第
七
章
「
長
谷
寺
に

み
る
興
福
寺
の
末
寺
支
配
」
。

『
三
箇
院
家
抄
』
(
史
料
纂
集
)
五
十
五
頁
1
五
十
六
頁
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
(
史
料
大
成
本
)
第
二
巻
所
収
の
「
長
禄
四
年
若
宮
祭

田
楽
頭
記
」
に
よ
る
。
以
下
『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
は
史
料
大
成
本
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
三
年
二
月
六
日
条
。

一
九
八
二
年
)
第
四
章
第

(2) (3) (5) (4) (6) 

中
世
後
期
の
開
帳
に
つ
い
て

l
大
和
長
谷
寺
を
中
心
に
l

(7) 02) (11)ωω) (8) 

そ
の
一
例
と
し
て
、

九
月
六
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
寛
正
三
年
八
月
六
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
寛
正
三
年
正
月
二
十
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
寛
正
七
年
十
一
月
二
十
六
日
条
。

『
三
箇
院
家
抄
』
(
史
料
纂
集
)
九
十
七
頁
1
一
O
三
頁
。

興
福
寺
僧
の
中
に
、
長
谷
寺
別
当
以
外
に
長
谷
寺
少
別
当
が
い
る
。
興
福
寺
大
乗
院
門

跡
の
傘
下
の
院
家
ク
ラ
ス
の
僧
が
門
跡
か
ら
任
命
さ
れ
て
い
る
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
宝
徳
三
年
十
二
月
十
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
宝
徳
三
年
十
二
月
十
八
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
康
正
二
年
三
月
十
四
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
三
年
八
月
十
八
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
一
年
四
月
七
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
七
年
二
月
二
十
八
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
享
二
年
九
月
十
七
日
条
。

『
醍
醐
枝
葉
抄
』

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
一
年
二
月
二
十
七
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
一
年
三
月
六
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
一
年
四
月
七
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
七
年
二
月
二
十
八
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
七
年
二
月
二
十
八
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
三
年
正
月
二
十
二
日
条
い

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
三
年
二
月
二
十
一
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
三
年
四
月
十
三
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
四
年
二
月
三
十
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
六
年
正
月
二
十
七
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
康
正
二
年
三
月
十
四
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
康
正
二
年
三
月
十
五
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
一
年
四
月
十
八
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
一
年
五
月
二
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
三
年
八
月
十
二
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
四
年
四
月
二
十
九
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
四
年
七
月
二
十
九
日
条
。
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『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
三
年
八
月
二
十
八
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
三
年
九
月
十
一
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
四
年
二
月
十
二
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
四
年
二
月
十
七
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
四
年
二
月
十
八
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
四
年
三
月
十
六
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
二
年
三
月
五
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
一
年
四
月
一
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
七
年
七
月
三
日
条
。

『
興
福
寺
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
享
二
年
十
二
月
六
日
条
。
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The Ceremony of Exhibiting a Buddha Image in the Late Medieval Period 

Especially the Case of the Ceremony at Hase-dela (Hase Temple in Yamato) 

Masaaki OISHI 

The present article discusses the exhibition ceremony in the late medieval period by examining a particular case of the 

ceremony at Hase-dela; The ceremony could not be held until the emperor authorized and issued a royal permission ( 'Ri吋i') to 

it. In the case of Hase-dela， their wish to hold a ceremony was first conveyed-to the Daijo-in-Monzeki of Kofuku-ji， the Betto 

(steward) to Hase-dela， and then the Monzeki asked the emperor for its approval through the agency of Sekkan-ke(the emperor' s 

regent). 

The ceremony was an effective means to raise money from worshippers for the repair and maintenance of temples. The sum 

of raised money at Hase-dela was not clear， but the Monzeki in person could collect as much as 100 kan-mon. Taking into 

account the commission required by the emperor and the regent， the total sum ought to have amounted to an enormous .money. 

The procedure of the ceremony and the distribution of profits reflected the hierarchical society in the medieval period. 


